
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針（改定案）

～当面５年間（令和元年～令和5年）の考え方～

北海道中川郡池田町

本町の森林面積は約22,500ヘクタールで、総面積の6割を占めており、その内町有林は

約3,600ヘクタール、町有林を除く一般民有林（私有林等）は約18,900ヘクタールありま

す。町では、町内に所在する製材工場及び製炭施設への原木安定供給と森林の有する多面

的機能の持続的な発揮の両立に向けて、これまで国や道の森林整備事業予算や町単独予算

などにより森林の整備を進めてきました。しかしながら、皆伐面積に対する再造林面積が

少ない事や、間伐・皆伐時における作業道の無秩序な開設などにより、今後、町内林産施

設への原木供給及び多面的機能の維持・増進を図る事が困難になると懸念されます。この

ため、本町では、国から譲与される森林環境譲与税を有効に活用して、次の方針に基づき、

適切な森林の整備やその促進につながる取組を計画的かつ効果的に進めます。

１ 森林整備の推進

本町の森林のうち約 9 割を占めるカラマツ人工林の齢級構成を平準化させるために、

北海道と本町の事業である「豊かな森づくり推進事業」の対象とならない林地において、

森林所有者の再造林費用を低減する取組を進めます。また、人工林だけでなく、天然林

も含めて多面的機能を発揮しつつ、持続的に町内林産施設（製材工場及び製炭施設）へ

原木供給が可能となるように、低伐採率の間伐を推進します。更には、作業道を維持・

補修して、繰り返し使用できる仕組みを構築する事により、作業道の無秩序な開設によ

る森林の有する多面的機能の喪失を防ぐ取組を進めます。

２ 人材育成・担い手確保

本町では従来、皆伐後、再造林もしくは天然更新によって、森林資源の循環を図って

おりましたが、この手法では一時的に森林の有する多面的機能が失われ、土砂流出など

の災害が発生する原因となっておりました。今後、多面的機能の発揮と持続的な素材生

産を可能とする森林管理へと移行していくために、本町における森林所有者及び森林管

理の中心的な役割を担う森林組合をはじめとした現場管理者等を対象として、「近自然森

づくり」に係る研修会を開催し、人材育成に努める事とします。

また、本町の森林管理に携わる労働者の安全性を確保するために安全に係る意識醸成

及び安全衛生装備の充実を図るよう努めます。

３ 普及啓発

木に親しみを持ち、環境について考える機会を提供するために、「森の輪（wakko）」の

配布などを実施し、町民の皆様が町内で生産された木材を原料とした木製品を使用する

機会を提供します。


